
前回審議会からの主な修正事項 

第３回 下水道審議会資料（資料７） ≪ 改 定 前 ≫ 第４回 下水道審議会資料（資料８） ≪ 改 定 後 ≫ 

１） 西東京市下水道プラン＜改定版＞（素案）の構成について 

  

２） 整備目標について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料９ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道水洗化率 100％（汚水）を達成し、良

好な生活環境・水環境を保全します。 
●公共下水道による水洗化の促進 

予防保全型維持管理により安定的なサービ

スを提供します。 

●予防保全型の維持管理 

●下水道管きょ台帳を活用した施設情報の管理 

●汚水管きょにおける雨天時浸入水対策の推進 

下水道施設の持続的な機能を確保します。 ●計画的な改築・更新の実施 

●ウォーターＰＰＰなどの民間活用の検討 

●下水道管きょの改築・更新と合わせた効率的な

耐震化 

●下水道ＢＣＰの対応力強化 

●下水道ＢＣＰ訓練の実施 

震災時における市民生活を守るため、地震

に強い下水道事業運営を目指します。 

●石神井川・白子川流域の雨水流出先の整備 

●流出抑制施設の整備 

●ソフト対策の拡充及び自助・共助の促進による

総合的な浸水対策 

浸水からまち・人・財産を守り、安全・安心

なまちづくりを推進します。 

●排水の水質監視 

●雨水浸透施設の整備促進 公共用水域の保全に努めます。 

計画的かつ効率的な事業経営により経営基

盤を強化し、持続可能な下水道サービスを

提供し続けます。 

●改築・更新費用の平準化 

●業務執行体制の構築 

●経営指標を用いた事業運営 

積極的に情報開示を行い、市民にわかりや

すい下水道事業を目指します。 

●市報、ホームページなどを活用した情報提供の

充実 

【主要な施策と目標】 【施策の展開】 

維持管理 

改築・更新 

下水道水洗化率 100％（汚水） 

浸水対策 

地震対策 

水環境の保全 

姿の見える下水道 

経営の健全化 

                                    第６章 整備目標    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

下水道水洗化率 100％（汚水）を達成し、良

好な生活環境・水環境を保全します。 
●公共下水道による水洗化促進 

ストックマネジメント計画に基づく老朽化対

策を計画的・効率的に進めます。 

●調査の継続、新たな点検・調査方法の検討 

●計画的・効率的な改築・更新の実施 

●予防保全型の維持管理 

●公共下水台帳システムを活用した施設情報の管理 

●汚水管きょにおける雨天時浸入水対策の推進 

●重要な幹線等に対する耐震化の推進 

●下水道ＢＣＰの対応力強化 

震災・大規模な事故から市民生活を守るため、

災害に強い下水道事業運営を目指します。 

●石神井川・白子川流域の雨水流出先の整備 

●流出抑制施設の整備 

●ソフト対策の拡充及び自助・共助の促進による

総合的な浸水対策 

浸水からまち・人・財産を守り、安全・安心な

まちづくりを推進します。 

 

●排水の水質監視 

●雨水浸透施設の整備促進 
公共用水域の保全に努めます。 

計画的かつ効率的な事業経営により経営基

盤を強化し、持続可能な下水道サービスを

提供し続けます。 

 

●改築・更新費用の平準化 

●業務執行体制の構築 

●ウォーターＰＰＰの導入可能性の検討 

●経営指標を用いた事業運営 

積極的に情報提供を行い、市民にわかりや

すい下水道事業を目指します。 

●市報、ホームページなどを活用した情報提供の

充実 

【主要な施策と目標】 【施策の展開】 

ストックマネジメント計画に基づく 

老朽化対策 

 

下水道水洗化率 100％（汚水） 

浸水対策 

地震対策・大規模事故対策 

水環境の保全 

姿の見える下水道 

経営の健全化 

予防保全型維持管理により安定的なサービス

を提供します。 

 

施設の適正管理 

→ 第３章・第５章に分割 

→ 第４章へ 目標の設定は第５章に包含 

→ 第７章へ 

→ 第８章 中・長期計画の取組内容に変更 

→ 第９章へ 

【基本方針】 【基本方針】 



３）審議会からの指摘・意見を踏まえた素案への反映事項・項目 

指摘事項・意見 反 映 箇 所 

①記載内容に専門用語が多くわかりづらい。  
巻末資料 

・専門的な用語、難しい用語には、注釈を付け、巻末の「用語の説明」で解説を記述する予定です。 

②経営指標について、示される指標値が高いほうがいいのか低いほうがいいのか明記したほうが良い。 
・第３章「短期計画における取組の成果」 

35 ページ、36 ページにおいて、適正な指標値の動向（傾向）を表記しています。 

③管きょの改築・更新には、莫大な費用を要するため、どのように経費を抑えていくか。 

・第５章「取組内容などを踏まえた今後の施策の展開」 

42 ページ、「調査の継続、新たな点検・調査方法の検討」において、デジタル技術などを活用した新たな効率

的な調査方法の検討すること、また「計画的・効率的な改築・更新の実施」において、年間の投資額のばらつ

きを抑制するため、投資の平準化を行っていくことを記載しています。 

④市内に多数のマンホールがある。点検頻度に伴い、増加する補修費用の抑制手法の検討が必要。 

・第５章「取組内容などを踏まえた今後の施策の展開」 

43 ページ、「予防保全型の維持管理」において、調査の箇所の優先順位や調査・点検サイクルなども検討して

いくことを記載しています。 

⑤時間 100mm を超える、豪雨に対する想定も必要。 

・第５章「取組内容などを踏まえた今後の施策の展開」 

45 ページ、「石神井川・白子川流域の雨水流出先の整備」の中で、東京都に対する河川改修や地下調節地事業

の早期整備の要望、また市が施行する、白子川上流六号雨水幹線の整備に向けた検討などの対策に向けた取

組を記載しています。 

⑥現在は、安定的な運営に見えるものの、今後、市が行う事業の実施に向け、事業費が増加していくこと

が想定されるので、補助金の交付を国や東京都へ強く要望する旨を記載したほうが良い。 

・第５章「取組内容などを踏まえた今後の施策の展開」 

 50 ページ、「健全な下水道経営」に包含しているものと考えています。補助金などの確保については、国や東

京都に対する予算要望の機会などを捉えて、別途要望していきます。 

⑦下水道ＢＣＰの見直しは、具体的にどのように行っていくのか。 

・第５章「取組内容などを踏まえた今後の施策の展開」 

47 ページ、「「下水道ＢＣＰの対応力強化」において、これまでの取組に加え、新たな取組として、「「ライフラ

インの被害の早期回復に向けた、行動訓練等より実効性の高い下水道ＢＣＰ訓練の実施を検討します」を記

載しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


